
日 薬 業 発 第 229 号 

平成 30 年 9 月 19 日 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長 森 昌平 

 

 

「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正（案） 

及びリーフレットの送付について 

 

平素より、本会会務に格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）の一部改正に伴い、被保護者である患

者について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用できる

と認めた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることとなりました。 

これに伴い、今般、生活保護法による医療扶助運営要領の一部改正（案）が別

添のとおり示されました。 

具体的には 

・一般名処方の場合、又は銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可と

していない場合には指定薬局は後発医薬品を調剤すること 

・ただし後発医薬品の在庫がない場合は、先発医薬品を調剤することが可能

であること 

・後発医薬品の使用への不安等から必要な服薬ができない等の事情が認めら

れるときは、薬剤師が処方医に疑義照会を行い、当該処方医において医学的

知見に基づき先発医薬品が必要と判断すれば、先発医薬品を調剤することが

できるものであること 

―等とされております。 

また、当該改正のほか、被保護者あてリーフレット、指定医療機関（病院、診

療所、薬局）あてリーフレットが作成されています。 

今回の一部改正は、平成 30年 10月 1日から施行されますので、貴会会員へご

周知下さいますよう宜しくお願い申し上げます。 

なお、正式な局長通知につきましては、入手次第ご案内する予定であることを

申し添えます。 



 

事 務 連 絡 

平成 30 年９月 13 日 

 

   都道府県 

 各 指定都市 生活保護担当課 御中 

   中 核 市    

 

 

厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室医療係 

 

 

「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正（案） 

及びリーフレットの送付について 

 

生活保護行政の適正な実施、運営については、平素より格段の御高配を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

今般、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号。以下「法」という。）の一部改

正により、平成 30 年 10 月１日から、被保護者である患者について、医師又は

歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認めた

場合は、原則として、後発医薬品が給付されることとなりました。 

その具体的な取扱いについては、「生活保護法による医療扶助運営要領につい

て」（昭和 36 年９月 30 日社発第 727 号厚生省社会局長通知）（以下、「局長通知」

という）等において所要の改正を行い、規定する予定です。 

この度、局長通知の改正案と併せて、被保護者あてリーフレット、指定医療

機関あてリーフレットを送付いたしますので、管内福祉事務所及び関係機関に

対して周知していただき、ご活用くださいますようお願いいたします。 

 

なお、リーフレットについては公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯

科医師会及び公益社団法人日本薬剤師会と協議済みである旨申し添えます。 

また、局長通知の改正案については、決裁前の案文であり、今後変わりうる

ことに御留意ください。 

 

 

 

 

【照会先】 

 厚生労働省 社会・援護局  

保護課 保護事業室 医療係 

 担当：富山、千葉 

 TEL:03-5253-1111 内線 2829 

MAIL:hogo-iryou@mhlw.go.jp 



社 援 発 ○ ○ ○ 第 ○ 号  
平成３０年○月○日  

 
     都道府県知事 
 各  指定都市市長 殿 
      中 核 市 市 長 
 

                                       厚生労働省社会・援護局長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
 

「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について（通知） 
 
  生活保護の医療扶助については、「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭

和 36 年９月 30 日社発第 727 号厚生省社会局長通知）により取り扱われているところで

あるが、今般、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を

改正する法律（平成 30 年法律第 44 号）の施行に伴い、当該通知の一部を別添のとおり

改正し、平成 30 年 10 月１日より適用することとしたので、了知の上、その取扱いに遺

漏のなきを期されたい。 

 

 

 

（案） 



別添 
○「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和 36 年９月 30 日厚生省社会局長通知 社発第 727 号） 

改正後 改正前 

第１～２ （略） 

 

第３ 医療扶助実施方式 

１～４ （略） 

５  調剤の給付 

（１） 調剤券の発行 

   医療扶助を申請した者が、診療の給付と同時に指定薬局による調剤の

給付につき申出があった場合には、医療券と同時に調剤券を発行するも

のとすること。調剤券の発行については、指定薬局に対する委託、調剤

券の作成、交付等は医療券の場合に準ずるものとするが、患者に処方せ

んを発行すべき場合には、保険医療機関及び保険医療養担当規則 (昭和

32 年厚生省令第 15 号) 第 23 条に規定する様式に必要な事項を記載して

交付するよう指定医療機関に対して周知徹底を図ること。 

なお、当該用紙への記載に当たっては、当該用紙中「保険医療機関」と

あるのは「指定医療機関」と、「保険医」とあるのは「指定医」と読み替

えるものとする。患者は指定薬局により調剤券の給付を受けようとすると

きは、指定医療機関から交付された処方せんを福祉事務所長の発行した調

剤券に添付して調剤券に記載された指定薬局に提出するものとすること。 

指定薬局が調剤報酬の請求をする場合は、 医療機関の場合に準ずるこ

と。 

なお、 指定薬局においては次の事項を記入した調剤録を保存すること。

(ただし、この調剤録は、調剤済みとなった処方せんに調剤録と同様の事

項を記入したものをもってかえることができる。) 

一～四 （略） 

（２） 後発医薬品の給付 

  ア 指定医療機関及び指定薬局における取組 

医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用すること

ができると認めたときは、次のとおりの取扱いにより、後発医薬品を調

剤するよう、指定医療機関及び指定薬局に対して周知徹底を図ること

第１～２ （略） 

 

第３ 医療扶助実施方式 

１～４ （略） 

５ 調剤の給付 

（新設） 

   医療扶助を申請した者が、診療の給付と同時に指定薬局による調剤の

給付につき申出があった場合には、医療券と同時に調剤券を発行するも

のとすること。調剤券の発行については、指定薬局に対する委託、調剤

券の作成、交付等は医療券の場合に準ずるものとするが、患者に処方せ

んを発行すべき場合には、保険医療機関及び保険医療養担当規則 (昭和

32 年厚生省令第 15 号) 第 23 条に規定する様式に必要な事項を記載して

交付するよう指定医療機関に対して周知徹底を図ること。 

なお、当該用紙への記載に当たっては、当該用紙中「保険医療機関」

とあるのは「指定医療機関」と、「保険医」とあるのは「指定医」と読

み替えるものとする。患者は指定薬局により調剤券の給付を受けようと

するときは、指定医療機関から交付された処方せんを福祉事務所長の発

行した調剤券に添付して調剤券に記載された指定薬局に提出するものと

すること。 

指定薬局が調剤報酬の請求をする場合は、 医療機関の場合に準ずるこ

と。 

なお、 指定薬局においては次の事項を記入した調剤録を保存するこ

と。 (ただし、この調剤録は、調剤済みとなった処方せんに調剤録と同

様の事項を記入したものをもってかえることができる。) 

一～四 （略） 

（新設） 

 

 

 



 

（後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先

発医薬品の薬価と同額となっている場合を除く。）。また、被保護者に

対しても、本取扱いについて周知徹底を図ること。 

（ア） 処方医が一般名処方を行っている場合又は銘柄名処方であって

後発医薬品への変更を不可としていない場合には、指定医療機関又

は指定薬局は、後発医薬品を調剤すること。このため、先発医薬品

の調剤が必要である場合は、処方医が必ず当該先発医薬品の銘柄名

処方をする必要があること。 

（イ） ただし、後発医薬品の在庫がない場合は、先発医薬品を調剤す

ることが可能であること。 

（ウ） 後発医薬品の使用への不安等から必要な服薬ができない等の事

情が認められるときは、薬剤師が処方医に疑義照会を行い、当該処

方医において医学的知見に基づき先発医薬品が必要と判断すれば、

先発医薬品を調剤することができるものであること。 

ただし、処方医に連絡が取れず、やむを得ない場合には、指定薬

局から福祉事務所に確認の上、先発医薬品を調剤することができる

が、速やかに（遅くとも次回受診時までに）薬剤師から処方医に対

し、調剤した薬剤の情報を提供するとともに、次回の処方内容につ

いて確認すべきものであること。 

 

  イ 福祉事務所における取組 

 上記アの（ア）の場合又は（ウ）の処方医への確認後、再度医学

的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認められた

場合において、指定医療機関又は指定薬局における説明を受けて

も、なお先発医薬品の使用を希望する患者に対しては、福祉事務所

において制度について説明し、理解を求めること。 

 

 ６～13 （略） 

 

第４～第８ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６～13 （略） 

 

第４～第８ （略） 



こう はつ い やく ひん

後 発 医 薬 品 に つ い て 、
ふ あん

わからないことや不安なことが
ふ く し じ む し ょ

あ る と き は 、 福 祉 事 務 所 や
い し やく ざい し そう だん

医 師 ま た は 薬 剤 師 に 相 談

しましょう。

【福祉事務所の連絡先】

（様式例）

○ ○ 市



くすり

Ｑ．どんなお薬なの？
こうはついやくひん いやくひん よ せんぱつい

後発医薬品は、ジェネリック医薬品とも呼ばれ、先発医
やくひん おな ゆうこうせいぶん おな りょう ふく くすり

薬品と同じ有効成分を同じ量含む薬です。

き め あんぜんせい だいじょうぶ

Ｑ．効き目や安全性は大丈夫？
せんぱついやくひん ひんしつ き め あんぜんせい どうとう げんせい

先発医薬品と品質や効き目、安全性が同等であることを厳正
しんさ くに みと あんしん つか

に審査し国が認めたものですので、安心して使うことができます。

つか

Ｑ．みんな使っているの？
せんぱついやくひん ていかかく いりょう しつ お

先発医薬品よりも低価格なため、医療の質を落とすことなく、
いりょうひ さくげん

医療費の削減につながります。

おうべい はばひろ つか にほん ぎょうせい いりょうほけん

欧米では幅広く使われていて、日本でも、行政や医療保険
くにぜんたい ふきゅうそくしん と く

など国全体で普及促進に取り組んでいます。

せいかつ ほ ご つか

Ｑ．生活保護では使われているの？
ふきゅうそくしん と く げんざい しよう やくざい

普及促進の取り組みにより、現在では、使用されている薬剤
わり こうはついやくひん

のおよそ７割が後発医薬品となっています。

とりくみ すす いし せんもんてき はんだん もと

さらに取組を進めるため、医師が専門的な判断に基づいて、
こうはついやくひん しよう みと ばあい げんそく こうはついやく

後発医薬品の使用を認めている場合は、原則として、後発医薬
ひん しよう

品を使用していただくことにしています。

こうはついやくひん

後発医薬品について



生活保護における後発医薬品（ジェネリック医薬品）の
使用原則化についてご協力のお願い

① 後発医薬品の品質や効き目、安全性は、先発医薬品と同等であり、医療財政の健全化を図るため、
行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいます。

② 生活保護では、医師または歯科医師により後発医薬品の使用が可能であると判断された場合は、
原則として後発医薬品が調剤されることとなりました。

（様式例）

【福祉事務所への情報提供等について】

１．上記２又は３の事由により、先発医薬品を調剤した場合、別紙様式に記載をいただき、定期的に福
祉事務所へ情報提供していただくようお願いします。

※可能な限り後発医薬品を調剤できる体制整備に努めていただきますようお願いいたします。

２． 生活保護を受けている患者に対し、下記「取組内容」に沿って後発医薬品の品質等について説明
することをお願いしていますが、それでもなお、患者が制度について理解できない場合には、福祉事
務所に情報提供いただき、福祉事務所における制度説明の機会につなげていただくことも可能です。

生活保護法の指定を受けている薬局の方へ

○ 後発医薬品の普及については、医療財政の改善につながることから、国全体で取り組んでいます。
更に取組を進めるため、今般、法改正を行い、平成30年10月１日から、生活保護においては、医師
が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していた
だくことになりました。

生活保護における後発医薬品に関する取組内容

厚生労 働省

○○福祉事務所
連絡先：○○―○○―○○

【生活保護を受けている方への調剤について】

１． 生活保護を受けている方が、一般名処方又は後発医薬品への変更を不可としていない銘柄名処
方の処方箋を持って、調剤を受けに来ましたら、下の囲みにある取組内容を説明していただき、原則
として後発医薬品を調剤するようお願いします。

２． 一般名処方又は後発医薬品への変更を不可としていない銘柄名処方の場合、例外として、先発医
薬品を調剤できるのは、①在庫がない場合と②後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高く
なっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合です。

３． また、薬剤師の専門的な知見から先発医薬品を調剤する必要性があると考えられた場合は、処方
医に疑義照会を行い、医師の判断を確認した上で、調剤するようお願いします。ただし、処方医との
連絡が取れず、やむを得ない場合は、福祉事務所へ確認いただき、先発医薬品を調剤することも可
能です。

※初回調剤時に、休日や夜間等、福祉事務所にも連絡が取れない場合には、事後的に福祉事務所に
報告することとして、先発医薬品を調剤することも可能です。

※こうした対応を行った場合は、速やかに（遅くとも次回受診時までに）、処方医に対し、調剤した薬剤
の情報を提供するとともに、次回の処方内容について確認してください。

○ これまでは、先発医薬品を希望する者については、一旦は先発医薬品を調剤し、指定薬局はその
事情について聴取することとしておりましたが、今後は、単に患者の希望だけでは先発医薬品を調剤
することはできなくなりますので、この仕組みは廃止となります。



（別添　様式例）

平成　　　年　　　月調剤分

1 2 3 4

1 2

1 1 2

2 1 2

3 1 2

4 1 2

5 1 2

6 1 2

7 1 2

8 1 2

9 1 2

10 1 2

　　　処方医が後発医薬品への変更を不可としていない（一般名処方を含む）場合に、先発医薬品を調剤した
事情等

調
剤
し
た
先
発
医
薬
品
名

　　　　生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況

Ｎ
ｏ

薬
局
に
後
発
医
薬
品
の
在
庫
が
な
か

っ
た
た
め

後
発
医
薬
品
の
薬
価
が
先
発
医
薬
品
の
薬
価
よ

り
も
高
く
な

っ
て
い
る
又
は
先
発
医
薬
品
の
薬

価
と
同
額
と
な

っ
て
い
る
た
め

受給者氏名

調
剤
を
行

っ
た
月
日

受給者番号公費負担者番号生年月日

処
方
せ
ん
中
に
疑
わ
し
い
点
が
あ
る
こ
と
か

ら

、
指
定
薬
局
の
薬
剤
師
が
薬
剤
師
法
第
2
4

条
に
基
づ
く
疑
義
照
会
を
行
い

、
処
方
医
よ
り

先
発
医
薬
品
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
た
め

処
方
医
に
よ
る
処
方
の
種
別

（
A
：
一
般
名
処
方

、

Ｂ
：
後
発
医
薬
品
へ
の
変
更
を
可
と
す
る
銘
柄
名
処
方

）

薬局名（住所） 連絡先 1



【生活保護を受けている方への処方について】

１．生活保護を受けている患者について、医師の医学的知見に基づき、後発医薬品の使用が可能であ
ると判断される場合には、下の囲みにある取組内容を説明していただき、原則として（※）後発医薬
品を使用（又は処方）するようお願いします。

※ 例外として先発医薬品が使用されるのは、①在庫がない場合と②後発医薬品の薬価が先発医薬
品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合です。

２． ただし、この取扱いは、医師の処方に関する判断をしばるものではありません。医学的知見に基づ
き、先発医薬品の使用が必要であると認められる場合は、従来通り、先発医薬品を使用（又は処方）
することが可能です。

３． なお、一般名処方や、後発医薬品への変更を可とする銘柄名処方を行った場合には、薬局におい
て、原則として後発医薬品しか調剤できなくなります。薬局において先発医薬品を調剤する必要性が
あると考えられた場合は、やむを得ない場合を除き、処方医に疑義照会を行い、その判断を確認した
上でなければ調剤できませんので、ご留意ください。

生活保護における後発医薬品（ジェネリック医薬品）の
使用原則化についてご協力のお願い

① 後発医薬品の品質や効き目、安全性は、先発医薬品と同等であり、医療財政の健全化を図るため、
行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいます。

② 生活保護では、医師または歯科医師により後発医薬品の使用が可能であると判断された場合は、
原則として後発医薬品が調剤されることとなりました。

（様式例）

【福祉事務所への情報提供等について】

○ 生活保護を受けている患者に対し、下記「取組内容」に沿って後発医薬品の品質等について説明
することをお願いしていますが、それでもなお、患者が制度について理解できない場合には、福祉事
務所に情報提供いただき、福祉事務所における制度説明の機会につなげていただくことも可能です。

生活保護法の指定を受けている病院・診療所の方へ

○ 後発医薬品の普及については、医療財政の改善につながることから、国全体で取り組んでいます。
更に取組を進めるため、今般、法改正を行い、平成30年10月１日から、生活保護においては、医師
が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していた
だくことになりました。

生活保護における後発医薬品に関する取組内容

厚生労 働省
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